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新年度に向けて

◆新築移転から1年
病院の新築移転および介護医療院開設といった一大

イベントから、約１年が経過します。その間にコロナ
感染クラスターの対応に追われるなど目まぐるしく時
は過ぎ、ようやく落ち着きを取り戻してきたところで
す。
おかげさまで新しい建物の評判も良く、来客者から

は療養環境のすばらしさ、職員からは病棟内の動線や
ゾーニングの使いやすさ、他院の方からは感染対策に
ついてお褒めの言葉を頂いております。

◆地域の方に必要とされる施設を目指して
これまで当院の入院患者さまは、急性期病院からの

転院が主だったのですが、最近はご自宅からの入院が
半分ちかくを占める月もあり、急性期の入院の対象と
はならなかった方や、在宅での療養経過中に、入院・
入所の必要が出てきた方のご紹介を受けることも多く
なってまいりました。特に在宅療養中の場合は、訪問
診療に積極的なクリニックの医師からのご紹介が多く、
比較的スムーズに入院を受けることができております。
近隣自治会の方からは、外来も含めて期待している

といった声もうかがっており、交通の便も含めて通院
しやすい方法を模索している所です。住民の皆さまの
健康維持に貢献できるよう、親しみの持てる施設にし
ていきたいと考えております。

◆アフターコロナにむけて
今後はウィズコロナを視野に入れて、利用者さまご

家族や近隣住民の方々もお越し頂けるよう、イベント
の企画やふじみカフェ（地域交流スペース）の活用を
計画しております。
皆さまに愛され頼られる医療・介護の施設となれる

よう、スタッフ一同努力してまいります。末尾とはな
りますが、今まで以上に皆さまのご協力をお願いする
次第です。

◆国民健康保険特定健康診査
対象：40～74歳
受診機関：6～8月頃

◆健康診査
対象：75歳以上
受診機関：9～11月頃

◆肝炎ウイルス検診
◆がん検診
（肺・胃内視鏡・大腸検便検査）

追加で行える検査
・CT（頭・胸・腹部）
・超音波検査（腹部）要予約
・内視鏡検査（胃カメラ）要予約
・ピロリ菌検査 要予約
・色覚検査
・血液検査
（腫瘍マーカー・アレルギー検査他）

その他、予防接種も行っているので
是非お問合せください！

茅ヶ崎市・寒川町住民の方へ
市町村健診（予約制）が受けられます
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医療法人社団湘南健友会
理事長 長岡健介

コロナ予防接種
オミクロン株対応２価ワクチン

5月8日より開始！！
＜対象者＞
・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する方（15～64歳）

受け付け（平日のみ）
2023年4月24日より

受付時間：15時～17時
TEL：0467-53-1811

詳細は電話にて
お尋ねください。

医療法人社団湘南健友会 介護医療院

長岡病院/湘南の丘 ニュースレター



通所リハビリテーション
おやつバイキングにて

大好きな絵を描いて、美味し
いおやつをいただきました。
今回の絵は、花の開き具合
を考えながら描いてみました。

持参薬鑑別・調剤
持参薬のリストを作り
医師に提供 → 継続薬
を確認し一包化調剤
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3月ひなまつり行事食
＜献立＞
・ちらし寿司
・花しんじょの炊合せ
・紅白はんぺんの

すまし汁
・ひしもち風ババロア
常食 ちらし寿司の上には厚焼き卵の角切り、桜で

んぶ、あなご、梅型にんじん、きぬさやを
飾りました。

やわらか食 やわらか食のちらし寿司もあなごを更
にやわらかく煮て、きぬさやの代わりにや
わらかく茹でたホウレンソウを飾りました。

こんにちは！ 薬剤課です

外来調剤
院内で調剤した処方
薬をお渡しします

注射個人セット
点滴ルートや配合変
化を確認し、1回毎
の個人セットを作成

服薬指導/退院指導
患者さんやご家族に、服用
薬の説明、使用にあたって
のアドバイスを実施

院外処方せん
発行前に、用法用
量等の監査を実施

入院調剤
全て一包化

処方提案
検査値、服用薬・中止
薬の評価確認と共に、
剤形や用法用量・併用
薬等について提案

医薬品情報提供/収集
⚫ 安全性情報を院内に発信
⚫ 各部署からの問い合わせ

への情報提供や、副作用
情報の収集 等

委員会参加
医療安全・感染対策・
褥瘡・リハビリカン
ファに参加

消毒薬管理
濃度や使用法等の
マニュアル作成も

薬剤課では、院内のすべての薬の
管理はもちろん、研修の開催等様々
な業務を行っています。

今回は、これらの業務の根拠と
なっている薬剤師法(あまり馴染み
がないと思いますが)の一部をご紹
介します。

【調剤】
薬剤師は医師の処方箋によらなけれ
ば調剤してはいけない。処方医の同
意なく処方箋内容を変更できないが、
処方内容に疑問点がある場合は、疑
問点について処方医に確認せずに調
剤してはいけない。

【情報提供及び指導】
患者さんや患者さんのケアをしてい
る方に、薬剤の適正使用に必要な情
報を提供し、薬学的知見に基づくア
ドバイス（指導）をしなくてはなら
ない。またこのために、薬の使用状
況を把握すること。

通所リハビリテーションで行っている日常の一部をご紹介します。
３月はお雛様を飾って、皆さんに楽しんで頂きました。
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